
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定等の申請手数料 
 

（１） 長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 

Ａ 認定申請に併せて、建築基準適合審査を申し出ない場合 

１棟の認定申請手数料 

１棟の住戸の総数 
直接申請する場合 

申請前に｢登録住宅性能評

価機関｣の技術的審査の適

合証を受ける場合 

一戸建ての住宅 ４５，０００円   ６，０００円   

５戸以内の共同住宅等 １１０，０００円   １２，０００円   

５戸を超え、 １０戸以内の共同住宅等 １７０，０００円   ２１，０００円   

１０戸を超え、 ３０戸以内の共同住宅等 ３４０，０００円   ３１，０００円   

３０戸を超え、 ５０戸以内の共同住宅等 ６００，０００円   ５８，０００円   

５０戸を超え、１００戸以内の共同住宅等 １，０００，０００円       ９９，０００円   

１００戸を超え、２００戸以内の共同住宅等 １，９００，０００円   １６０，０００円   

２００戸を超え、３００戸以内の共同住宅等 ２，７００，０００円   ２００，０００円   
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(※1) 

 ３００戸超える共同住宅等 ３，４００，０００円   ２１０，０００円   

※１共同住宅の認定は住戸単位となるため、１申請当たりの認定申請手数料は、棟単位の手数料を、同時に申請

する住戸数で除した金額となります。（100円未満は切り捨て） 

 

Ｂ 認定申請に併せて、建築基準適合審査を申し出る場合 

[構造計算適合性判定が必要でない場合] 

認定申請手数料 
上記Ａで算出した額 

＋【表１】の確認申請手数料の額…………………(加算) 

[構造計算適合性判定が必要な場合] 

認定申請手数料 

上記Ａで算出した額 

＋【表１】の確認申請手数料の額…………………(加算) 

＋【表２】の額………………………………………(加算) 

 

（２） 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 

ａ 変更認定申請に併せて、建築基準適合審査を申し出ない場合 

１棟の変更認定申請手数料 

１棟の住戸の総数 
直接申請する場合 

申請前に｢登録住宅性能評

価機関｣の技術的審査の適

合証を受ける場合 

一戸建ての住宅 ２２，５００円   ３，０００円   

５戸以内の共同住宅等 ５５，０００円   ６，０００円   

５戸を超え、 １０戸以内の共同住宅等 ８５，０００円   １０，５００円   

１０戸を超え、 ３０戸以内の共同住宅等 １７０，０００円   １５，５００円   

３０戸を超え、 ５０戸以内の共同住宅等 ３００，０００円   ２９，０００円   

５０戸を超え、１００戸以内の共同住宅等 ５００，０００円   ４９，５００円   

１００戸を超え、２００戸以内の共同住宅等 ９５０，０００円   ８０，０００円   

２００戸を超え、３００戸以内の共同住宅等 １，３５０，０００円   １００，０００円   
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(※２) 

 ３００戸超える共同住宅等 １，７００，０００円   １０５，０００円   

※２共同住宅の変更認定は住戸単位となるため、１申請当たりの変更認定申請手数料は、棟単位の手数料を、既

に認定を受けている住戸数で除した金額となります。（100円未満は切り捨て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｂ 変更認定申請に併せて、建築基準適合審査を申し出る場合 

[構造計算適合性判定が必要でない場合] 

変更認定申請手数料 

上記ａで算出した額 

＋【表１】の計画変更申請手数料の額を同時に申請する住戸数で除した額 

（100円未満は切り捨て）…………………(加算) 

[構造計算適合性判定が必要な場合] 

変更認定申請手数料 

上記ａで算出した額 

＋【表１】の計画変更申請手数料の額＋【表２】の額を同時に申請する住戸数

で除した額（100円未満は切り捨て）…………………(加算) 

 

（３） 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 

変更認定申請手数料 ２，１００円 

 

（４） 地位の承継の承認申請手数料 

承認申請手数料 １，７００円 

 

【表１】認定申請に併せて、確認申請を申し出る場合の、認定申請手数料に加算する額 

   １．建築物 

床面積の合計 確認申請等手数料 

３０㎡以内のもの  １０，０００円            

３０㎡を超え、   １００㎡以内のもの １８，０００円            

１００㎡を超え、   ２００㎡以内のもの ２８，０００円            

２００㎡を超え、   ５００㎡以内のもの ３６，０００円            

５００㎡を超え、 １ ,０００㎡以内のもの ６６，０００円            

１ ,０００㎡を超え、 ２ ,０００㎡以内のもの ９３，０００円            

２ ,０００㎡を超え、 ５ ,０００㎡以内のもの １６０，０００円            

５ ,０００㎡を超え、１０ ,０００㎡以内のもの ２８０，０００円            

１０,０００㎡を超え、３０ ,０００㎡以内のもの ３７０，０００円            

３０,０００㎡を超え、５０ ,０００㎡以内のもの ４６０，０００円            

５０,０００㎡を超えるもの  ９００，０００円            

     この表 １において、床 面 積 は、次 に掲 げる場 合 により(1)及 び(2)に定 める面 積 とし、敷 地 ごとに算 定 する。 

(1)  建 築 物 を建 築 する場 合 ((2)の場 合 を除 く。) 当 該 建 築 に係 る部 分 の床 面 積  

(2)  確 認 を受 けた建 築 物 の計 画 の変 更 をして建 築 物 を建 築 する場 合 当 該 計 画 の変 更 に係 る部 分 の床 面

積 の 2 分 の 1(床 面 積 の増 加 する部 分 にあっては、当 該 増 加 する部 分 の床 面 積 ) 

 

  ２．建築設備・工作物 

 確認申請等手数料 計画変更確認申請等手数料 

小荷物専用昇降機 ８，０００円          ５，０００円       建築 

設備 上記以外の建築設備 １７，０００円        １０，０００円       

工作物 １５，０００円        ９，０００円       

 

【表２】構造計算適合性判定が必要な場合の、認定申請手数料に加算する額 

床面積の合計 認定プログラムによるもの 
認定プログラム以外の 

プログラムによるもの 

１,０００㎡以内のもの  １１５，３５０円 １６６，８００円 
１,０００㎡超え、  ２,０００㎡以内のもの  １４３，７００円 ２２２，４５０円 
２,０００㎡超え、１０,０００㎡以内のもの  １５７，３５０円 ２５５，０００円 

１０,０００㎡超え、５０,０００㎡以内のもの  １９９，３５０円 ３３６，９００円 
５０,０００㎡を超えるもの  ３３７，９５０円 ６１９，３５０円 

この表 ２において、床 面 積 は、次 に掲 げる場 合 により(1)及 び(2)に定 める面 積 とし、一 の建 築 物 ごとに算 定 す

る。この場 合 において、2 以 上 の部 分 がエキスパンションジョイントその他 の相 互 に応 力 を伝 えない構 造 方 法

のみで接 している建 築 物 の当 該 建 築 物 の部 分 は、それぞれ別 の建 築 物 とみなす。 

(1 )  建 築 物 を建 築 する場 合 ((2)の場 合 を除 く。) 当 該 建 築 に係 る部 分 の床 面 積  

(2)  確 認 を受 けた建 築 物 の計 画 の変 更 をして建 築 物 を建 築 する場 合 当 該 計 画 の変 更 に係 る部 分 を含 め

た建 築 物 の床 面 積  

 

 


